
昭和二十七年運輸省令第一号

中小企業等協同組合法等による倉荷証券発行許可等に関する省令

中小企業等協同組合法（昭和二十四年法律第百八十一号）第七十一条及び第七十七条第四項の規定を実施するため、中小企業等協同組合

法による倉荷証券発行の許可等に関する省令を次のように定める。

（倉荷証券発行の許可申請）

第一条　中小企業等協同組合法（以下「組合法」という。）第九条の三第一項（同法第九条の九第五項及び中小企業団体の組織に関する法

律（昭和三十二年法律第百八十五号。以下「団体法」という。）第十七条第八項（同法第三十三条において準用する場合を含む。）におい

て準用する場合を含む。）又は商店街振興組合法（昭和三十七年法律第百四十一号。以下「振興組合法」という。）第十四条第一項（同法

第十九条第二項において準用する場合を含む。）の規定により倉荷証券発行の許可を申請しようとする事業協同組合、協同組合連合会、

商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会（以下「組合」と総称する。）は、次の事項を記載した倉荷証券

発行許可申請書正副二通を、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長（運輸監理部長を含む。以下「所轄地方運輸局

長」という。）を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

一　組合の名称及び住所

二　申請の理由

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一　次の事項を記載した事業計画書

イ　事務所の名称及び所在地

ロ　倉庫の概要（第一号様式による。）

ハ　倉荷証券のひな型

二　次の事項を記載した倉庫保管約定書

イ　業務内容に関する事項

ロ　寄託の引受に関する事項

ハ　受寄物の入庫、保管及び出庫に関する事項

ニ　受寄物の損害保険に関する事項

ホ　受寄物に対する責任及び免責に関する事項

ヘ　受寄物の損害賠償に関する事項

ト　料金の収受に関する事項

チ　倉荷証券に関する事項

リ　その他倉庫保管約定の内容として必要な事項

三　その他の書類

イ　定款の写及び登記事項証明書

ロ　最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書、損益処分表及び事業報告書

ハ　代表役員の履歴書

ニ　一年間の保管事業の収支予算表

ホ　倉荷証券を発行しようとする倉庫の仕様書（第二号様式による。）、構造図及び附属設備概要説明書

ヘ　倉荷証券を発行しようとする倉庫の配置及び面積を記入した図面並びに付近の見取図

ト　組合の行う事業の概要説明書

（事業計画等の変更届出）

第二条　倉荷証券発行の許可を受けた組合は、事業計画又は倉庫保管約定書の変更をしようとする場合は、次の事項を記載した事業計画等

変更届出書正副二通を、変更期日の十五日前までに、所轄地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

一　組合の名称及び住所

二　変更事項（倉庫保管約定書の変更にあつては、新旧の対照を明示すること。）

三　変更を必要とする理由

四　変更期日

２　前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一　新たに倉荷証券を発行しようとする倉庫を新設し、増設し、買収し、追加し、若しくは借庫しようとする場合又は現に倉荷証券を発

行している倉庫を改造し、若しくは大修繕しようとする場合にあつては、当該倉庫の仕様書、構造図、附属設備概要説明書、配置及び

面積を記入した図面並びに付近の見取図

二　倉荷証券の様式を変更しようとするときは、新旧倉荷証券のひな型

（定期報告書の提出）

第三条　倉荷証券発行の許可を受けた組合は、次に掲げる定期報告書正副二通を、遅滞なく所轄地方運輸局長を経由して、国土交通大臣に

提出するものとする。

一　毎四半期（四月を起算月とする毎三箇月を一の四半期とする。）の受寄物入庫高、出庫高及び期末保管残高報告書（第三号様式によ

る。）

二　倉荷証券の毎年度（四月を起算月とする。）の発行高、回収高及び年度末流通高報告書（第四号様式による。）

（臨時報告書の提出）

第四条　倉荷証券発行の許可を受けた組合は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その旨（第二号の場合にあつては、新旧の

対照を明示すること。）を記載した臨時報告書正副二通を、遅滞なく所轄地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

一　組合の名称又は住所を変更したとき。

二　定款中組合の地区、事業、組合員若しくは会員の資格又は出資に関する事項について変更したとき。

三　団体法第九十六条第一項又は同法第九十七条第一項の規定により組織を変更したとき。

四　保管事業の全部又は一部を廃止したとき。

五　代表役員を変更したとき。

六　保管事業に関して重要な訴訟事件その他重大な事実が発生したとき。

２　前項の報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一　組合の名称又は住所を変更したときは登記事項証明書
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二　組織を変更したときは、組織変更後の登記事項証明書及び団体法第九十六条第五項（同法第九十七条第二項において準用する場合を

含む。）の認可について行政庁又は主務大臣が交付した認可書の写

三　代表役員を変更したときはその履歴書

第五条　削除

（身分を示す証票）

第六条　組合法第九条の三第四項（同法第九条の九第五項及び団体法第十七条第八項（同法第三十三条において準用する場合を含む。）に

おいて準用する場合を含む。）又は振興組合法第十四条第四項（同法第十九条第二項において準用する場合を含む。）において準用する倉

庫業法（昭和三十一年法律第百二十一号）第二十七条第二項の証票は第五号様式による。

（倉庫の施設及び設備の基準）

第七条　組合法第九条の三第四項（同法第九条の九第五項及び団体法第十七条第八項（同法第三十三条において準用する場合を含む。）に

おいて準用する場合を含む。）又は振興組合法第十四条第四項（同法第十九条第二項において準用する場合を含む。）において準用する倉

庫業法第十二条の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一　倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、適当な強度を有すること。

二　倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、耐火構造若しくは防火構造を有し、又は消火器具を整備する等有効な防火措置が講じて

あること。

三　倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、へい、さく、照明装置又は非常ベルを整備する等有効な盗難防止措置が講じてあるこ

と。

四　倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、風水害、ぬれ損、そ害等に対して有効な防止措置が講じてあること。

五　定温装置を有する倉庫については、常時表定温度が維持できるように有効な措置が講じてあること。

（合併による権利義務の承継の届出）

第八条　組合法第六十五条第二項（団体法第四十七条第三項において準用する場合を含む。）又は振興組合法第七十五条第二項の規定によ

り倉荷証券発行の許可に基づく権利義務を承継した組合は、当該合併後、遅滞なく、次の事項を記載した合併届出書正副二通を所轄地方

運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

一　合併後の組合及び合併前の組合の名称及び住所

二　合併後の保管事業の範囲

三　合併を必要とした理由

四　合併の時期

２　前項の届出書には、次に掲げる書類を添附するものとする。

一　組合法第六十六条第一項（団体法第四十七条第三項において準用する場合を含む。）又は振興組合法第七十三条第三項の認可につい

て行政庁又は主務大臣が交付した認可書の写

二　合併後の定款の写及び合併後の登記事項証明書

三　合併の当事者である組合のいずれかが組合員に出資をさせる組合である場合は第一条第二項第三号ロに掲げる書類

附　則

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三〇年八月九日運輸省令第四一号）

この省令は、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律（昭和三十年法律第百二十一号）の施行の日から施行する。

附　則　（昭和三一年一二月一日運輸省令第六七号）　抄

１　この省令は、倉庫業法施行の日（昭和三十一年十二月一日）から施行する。

附　則　（昭和三四年四月七日運輸省令第一四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三七年一〇月五日運輸省令第五六号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四五年五月二〇日運輸省令第三六号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五三年六月二三日運輸省令第三二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五五年六月二七日運輸省令第二〇号）

（施行期日）

１　この省令は、昭和五十五年七月一日から施行する。

（経過措置）

２　昭和五十五年六月以前の倉庫の受寄物の入庫高、出庫高及び保管残高並びに倉荷証券の発行高、回収高及び流通高に係る報告について

は、改正後の第三条第一号及び第二号の規定並びに第三号様式及び第四号様式にかかわらず、なお従前の例による。

附　則　（昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十六年四月一日）から施

行する。

附　則　（昭和五七年三月二四日運輸省令第四号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は

契約その他の行為（以下「処分等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同
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表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為（以下「申請等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に

対してした申請等とみなす。

北海海運局長 北海道運輸局長

東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。） 東北運輸局長

東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。）及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長

関東海運局長 関東運輸局長

東海海運局長 中部運輸局長

近畿海運局長 近畿運輸局長

中国海運局長 中国運輸局長

四国海運局長 四国運輸局長

九州海運局長 九州運輸局長

神戸海運局長 神戸海運監理部長

札幌陸運局長 北海道運輸局長

仙台陸運局長 東北運輸局長

新潟陸運局長 新潟運輸局長

東京陸運局長 関東運輸局長

名古屋陸運局長 中部運輸局長

大阪陸運局長 近畿運輸局長

広島陸運局長 中国運輸局長

高松陸運局長 四国運輸局長

福岡陸運局長 九州運輸局長

附　則　（昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（適用）

２　第二十二条の規定による改正後の中小企業等共同組合法等による倉荷証券発行許可等に関する省令第三条第二号の規定は、昭和六十年

四月一日以後の倉荷証券の発行高、回収高及び流通高に係る報告から適用する。

附　則　（平成元年七月二〇日運輸省令第二四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附　則　（平成一四年一月三一日国土交通省令第三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、倉庫業法の一部を改正する法律（平成十三年法律第四十二号。以下「改正法」という。）の施行の日（平成十四年四

月一日）から施行する。

附　則　（平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

附　則　（平成一七年三月七日国土交通省令第一二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一九年三月二九日国土交通省令第二一号）

（施行期日）

１　この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

（証票に関する経過措置）

２　この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の第五号様式による証票は、改正後の第五号様式による証票とみなす。
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第一号様式（第一条関係）

（
第
一
条
関
係
）

第
一
号
様
式倉

庫
の
概
要

事
業
所
名

所

在

地

倉
荷
証

保
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倉
庫
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有
庫

面
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構
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の

券
発
行

べ
き
物

最
低
保

称
及
び
保

借
庫
等

備

考

は
容
積

概

要

非
発
行

品
の
種

持
温
度

管
室
内
訳

別

の
別

類

○
○
倉
庫

㎡
（
又

（
内
訳
）

は

）
‰

○
○
号
室

○
○
号
室

○
○
号
室

○
○
号
室

○
○
倉
庫

（
内
訳
）

○
○
号
室

○
○
号
室

○
○
号
室

計

（
注
意
）

一

事
業
所
ご
と
に
作
成
す
る
こ
と
。

二

「
保
管
室
内
訳
」
は
、
冷
凍
施
設
を
有
す
る
倉
庫
に
限
り
記
載
す
る
こ
と
。

三

「
面
積
又
は
容
積
」
は
、
冷
凍
施
設
を
有
す
る
倉
庫
に
あ
つ
て
は
立
方
メ
ー
ト
ル
で
、

そ
の
他
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あ
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は
平
方
メ
ー
ト
ル
で
表
示
す
る
こ
と
。

四

「
構
造
の
概
要
」
は
、
次
の
例
に
よ
り
各
棟
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と
。

例

鉄
筋
コ
ン
ク
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ト
造
地
階
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五
階
建
、
れ
ん
が
造
石
綿
ス
レ
ー
ト
ぶ
き
平
屋
建
、

木
骨
モ
ル
タ
ル
塗
か
わ
ら
ぶ
き
平
屋
建

五

冷
凍
施
設
を
有
す
る
倉
庫
に
あ
つ
て
は
最
低
保
持
温
度
を
記
入
す
る
こ
と
。
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第二号様式（第一条関係）

- 1 -

（

第

一

条

関

係

）

第

二

号

様
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は
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）
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別
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坪

又

は

立

坪

）

一
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二

階
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階

計

（

）

基

礎

柱

下

細

柱
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小

屋

組

詳

床

組

壁

外

壁

の

内

壁

屋
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造

天

井
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窓
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窓
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出
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外

部

内
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倉

通
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災

害
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設
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（

尺

）
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）
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立

坪
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備
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階
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- 2 -

準

三

階

※

計

備

凍

機

圧

縮

機

の

種

類

○

○

型

○

動

○

○

式

○

台

設

冷

冷

凍

能

力

一

日

○

○

ト

ン

凍

主

原

動

機

冷

冷

却

様

式

※

凍

結

様

式

（

注

意

）

一

棟

ご

と

に

作

成

す

る

こ

と

。

二

定

温

装

置

を

有

す

る

倉

庫

は

立

坪

で

、

そ

の

他

は

平

面

坪

で

表

示

す

る

こ

と

。

三

定

温

装

置

を

有

す

る

倉

庫

は

、

壁

、

天

井

、

床

、

出

入

口

等

の

防

熱

設

備

を

付

記

す

る

こ

と

。

四

※

印

欄

は

、

冷

蔵

倉

庫

に

限

り

記

載

す

る

こ

と

。
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第三号様式（第三条関係）

（第三条関係）第三号様式

受寄物入庫高、出庫高、期末保管残高報告書

年第 四半期分 組 合 名 及 び 住 所

都道

府県 事業所名及び所在地

区 分 前 期 末 当 期 中 当 期 中 当 期 末

保管残高 入 庫 高 出 庫 高 保管残高

数量金額 備 考

数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額

品 目 (ﾄﾝ) ( ) (ﾄﾝ) ( ) (ﾄﾝ) ( ) (ﾄﾝ) ( )千円 千円 千円 千円

（合 計）

（注意）１．事業所ごとに作成すること。

２．火災保険に付していない受寄物があるときはその数量及び金額を各欄に括弧を

付して再掲すること。

３．受寄物が滅失、き損等により当期末保管残高が前期末保管残高に当期中入出庫

高を加減したものに一致しないものは、その理由を備考欄に記入すること。

7



第四号様式（第三条関係）

（第三条関係）第四号様式

倉荷証券発行高、回収高、期末流通高報告書

年第 四半期分 組 合 名 及 び 住 所

都道

府県 事業所名及び所在地

区 前 期 末 当 期 中 当 期 中 当 期 末

分 流 通 高 発 行 高 回 収 高 流 通 高

備 考

品 件数 数量 金額 件数 数量 金額 件数 数量 金額 件数 数量 金額

目 (ﾄﾝ) ( ) (ﾄﾝ) ( ) (ﾄﾝ) ( ) (ﾄﾝ) ( )千円 千円 千円 千円

（合計）

（注意）１．事業所ごとに作成すること。

２．火災保険に付していない受寄物があるときは、その件数、数量及び金額を各欄

に括弧を付して再掲すること。

３．証券の分割、合併、再交付その他書換えをしたときは、証券の発行及び回収が

あつたものとみなして計上すること。
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第五号様式（第六条関係）

（第六条関係）第五号様式

（表）

第 号

官 職

氏 名 6.5

写真 生年月日 セ

ン

中小企業等協同組合法第９条の３第４項（同法第９条の９第 チ

５項及び中小企業団体の組織に関する法律第１７条第８項（同 メ

ー

法第３３条において準用する場合を含む ）において準用する場合を含む ）。 。

又は商店街振興組合法第１４条第４項（同法第１９条第２項において準用す ト

る場合を含む ）において準用する倉庫業法第２７条第１項の規定による立 ル。

入検査に従事する職員であることを証明する。

年 月 日発行

年 月 日まで有効

国土交通大臣 印

（倉庫業法抜粋）

（報告及び検査） 6.5

国土交通大臣は、第１条の目的を達成するために必要な限度におい セ第２７条

て、倉庫業を営む者に対して、その営業に関し報告をさせ、又はその職員に ン

営業所、倉庫その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させる チ

ことができる。 メ

ー

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、

かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 ト

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの ル

と解釈してはならない。

９センチメートル
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（表）

（中小企業等協同組合法抜粋）

第１１４条 第９条の３第４項において準用する倉庫業法第２７条第１項若

しくはこの法律第１０５条の３第２項の規定による報告をせず、若しくは虚 6.5

偽の報告をし、若しくは同条第３項若しくは第４項の規定による報告若しく セ

は資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第 ン

９条の３第４項において準用する倉庫業法第２７条第１項若しくは第３項の チ

規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同条第２項若しく メ

ー

は第４項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、

若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、３ ト

０万円以下の罰金（信用協同組合又は第９条の９第１項第１号の事業を行う ル

協同組合連合会に係る報告又は検査にあっては、１年以下の懲役又は３００

万円以下の罰金）に処する。

（中小企業団体の組織に関する法律抜粋）

第１０６条 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処

する。

（２） 第１７条第８項（第３３条において準用する場合を含む ）にお。

いて準用する協同組合法９条の３第４項において準用する倉庫業法

、 、第２７条第１項の規定による報告をせず 若しくは虚偽の報告をし

又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

（商店街振興組合法抜粋） 6.5

第９１条 第１４条第４項において準用する倉庫業法第２７条第１項若しくは セ

この法律第８４条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、 ン

又は第１４条第４項において準用する倉庫業法第２７条第１項若しくはこの法 チ

律第８１条第２項若しくは第８４条第１項の規定による検査を拒み、妨げ、若 メ

ー

しくは忌避したものは、３０万円以下の罰金に処する。

ト

ル

９センチメートル
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